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未加入問題 

連載執筆して

【建通新聞】 
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先月号に引き

現在、マイナ

明や健康保険

ています。今後
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きりしています

8700 万人にな

れに対応でき

は１億人を死

労働・社会保

なっていくでし

に改正されて
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らされます。労

べきように思

す。今後、顧問
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ています。ぜひ
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番号法の施行

所では２番目の

き続き、本誌に

ナンバーは、

険証、運転免許

後、どこまで活

高齢化が進む

す。未来は不

なるという人口

きる社会に変革

死守する目標を

保険、税に関

しょう。国は少

ていくでしょう。

走るドライバー

ければなりませ

労使は利害を

います。そし

問先企業様に

 

建設業の社会保

現場から」を２

ひご覧下さい！
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労働契約の無

０１５年度健康
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確実なことだ
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少子高齢化に対
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ーである私たち
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障、防災の 3 つ
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だらけでも、日本

う大きく狂わな
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対応すべくど

国家の形を変
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得しましたの
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ことはできませ

理など活用範

ば国の大きな

のやり方では

60 年には現在

私が 90 歳の

率を上げていく
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あと５年後を考
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動の時代に入
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定です。ご期待
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1018 ｴｰﾙﾋﾞﾙ

549-1072 

●弊社プライ
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な効率化につな

はやっていけな

在１億 2000

の頃の日本です

くのは当然の

考えれば今よ

意思ですから、
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今月号はマイナンバーガイドラインの概要についてご案内します。 

マイナンバーガイドラインとは 

マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。 

企業は適切な安全管理措置に組織としての対応が求められ、 

「マイナンバーガイドライン」には、その取扱いについて具体例をあげてわかりやすく解説されています。 

 

① 取得・利用・提供のルール ： ●個人番号の取得、利用、提供は法令で決められた場合だけ！ 

                   ●これ以外では「取れない」「使えない」「渡せない」 

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理するため、必要がある場合に限って、従業員等に

個人番号の提供を求めることができます。 

※社会保障及び税に関する手続書類:源泉徴収票、支払調書、雇用保険・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など 

事業者は、社会保障及び税に関する手続書類に従業員等の個人番号・特定個人情報を記載して、行政機

関等及び健康保険組合等に提出することとなります(個人番号関係事務)。 

番号法で限定的に定められている場合以外の場合は、個人番号・特定個人情報を利用・提供することはで

きません。 

 

 

 

 

 

 

 

② 保管・廃棄のルール ： ●必要がある場合だけ保管 ●必要がなくなったら廃棄 

特定個人情報は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し

続けることができます。 

※個人番号が記載された書類のうち所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、その期間保管します。 

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、法令に定められて

いる保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。 

《個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄》 

□ 個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した 

記録を保存する。 

□ 削除又は廃棄の作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認す 

る必要がある。 

③ 委託のルール：●委託先を「しっかり監督」 ●再委託は「許諾が必要」 

委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が 

講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。 

委託先が再委託する場合は、最初の委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。 
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切な選定を行う

全管理措置を遵

ける特定個人情

託先の設備、技
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情報の漏えい

なければなり
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しては、神奈
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え、マイナンバ
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遵守させるため

情報の取扱状況

技術水準、従業
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く、再委託先・

漏えいなど

い、滅失又は穀

ません。また
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心いただくため
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携わるすべて

上、P マーク制

体制の構築、

は当然で

今後も個

徹底し、安

善に努め

お預かり
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かる資料（労

者の特性に応

を、管轄の労
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の実施につい
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、書面の交付

知書を作成し

用者との間で

契約の締結の
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換ルールの
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ルについて特例
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れるための手
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締
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内に
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実務上は、
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置適用のた

けておくこ

て 

務

い

無
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国の喫緊の課題である長時間労働対策、厚労省は今年1月から新たな取り組みをスタートしています。 

国の長時間労働対策 

長時間労働対策については、「日本再興戦略」に「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、

昨年6月には「過労死等防止対策推進法」が成立しています。これを受け、厚生労働省では、「長時

間労働削減推進本部」を設置し、過重労働等の撲滅と働き方改革・休暇取得促進の2つの柱を掲げ取

り組みを進めていますが、この過重労働等の撲滅の中で、以下の事業場に対する監督指導(立入調査)

を行うこととされています。 

① 時間外労働時間数が1ヶ月100時間を超えていると考えられる事業場 

② 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業揚 

監督の結果、違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告等を交付し、指導が行われるこ

ととなります。 

また、厚生労働省ではインターネット上の求人情報等を監視・収集
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

することにより、その情報(※)が

労働基準監督署の監督指導等に活用されることになっています。この取り組みは平成27年度からの本

格実施に向けて、1月から試行的に実施されています。 

※）高収入をうたうもの、求人を繰り返し行うもの等の過重労働等が疑われる求人事案に着目し、厚生労働省が収集した 

過重労働等の労働条件に問題があると考えられる事業場に係る情報 

医師による面接指導制度 

監督指導の対象事業場として、時間外労働時間数1ヶ月100時間という数字がありますが、これと関

連するものとして、労働安全衛生法で実施が義務づけられている医師による面接指導制度があります。 

この制度は脳・心臓疾患の発症を予防するために、長時間労働により疲労の蓄積した労働者に対して、

医師による面接指導を実施することを義務づけているものです。 

具体的に対象となる労働者は、時間外・休日労働が1ヶ月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認めら

れ、本人が医師の面接指導を受けたいと申し出た者(※)です。この時間外・休日労働時間の計算は、

毎月1回以上、一定の期日(例えば賃金締切日)を定めて行う必要があり、面接指導は申出後、概ね1ヶ

月以内に実施する必要があります。 

あくまで企業に対して面接指導の実施が義務づけられているのは、労働者本人が面接指導を受けたい

と申し出ている場合に限定されますが、実態として、それを望まない者も見受けられます。そのため、

例えば面接指導の対象者を時間外・休日労働が1ヶ月80時間を超えたすべての労働者といった基準を

設け、これに該当した場合は一律に面接指導を受けさせていく等、効果的な対応が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年度の健康保険料率の改定について 

例年3月分から見直しとなっている健康保険料率（協会けんぽ）ですが、平成27年度については、4月

分（5月納付分）から変更される見込みです。これは昨年12月の衆議院解散に伴い、政府予算案の閣議

決定の時期もずれることによるものです。 

平成27年度の健康保険の一般保険料率（被保険者全員が対象）の平均保険料率は、現行が維持される

見込みで、神奈川県の保険料率も据え置きとなる見通しです。 

一方で、40歳以上65歳未満の被保険者から徴収される介護保険料率は現在の1.72％ → 1.58％ に

引き下げられる見通しです。 

国の長時間労働対策の動きと重要性が増す医師の面接指導 
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